
　
　
　

た
だ
し
、
申
請
者
が
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
登
録
業
者
、
地
質
調
査
業
者
登
録
業
者
、
補
償
コ
ン

　
　

サ
ル
タ
ン
ト
登
録
業
者
で
あ
る
と
き
は
、
現
況
調
書
の
副
本
の
写
し
の
提
出
が
あ
れ
ば
、
８
、　

及
10

　
　

び　

に
掲
げ
る
書
類
を
省
略
す
る
事
が
で
き
る
。

13

五　

資
格
審
査
及
び
結
果
通
知

　

１　

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
に
基
づ
き
、
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
に
必

　
　

要
な
資
格
（
以
下
「
競
争
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
の
有
無
に
つ
い
て
審
査
を
行
う
。
た
だ
し
、

　
　

四
に
掲
げ
る
提
出
書
類
に
不
足
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
種
に
つ
い
て
は
、
審
査
の
申

　
　

請
を
受
け
付
け
な
い
も
の
と
す
る
。

　
　

ア　

申
請
直
前
二
箇
年
の
営
業
年
度
に
お
い
て
実
績
が
な
い
場
合
の
当
該
業
種

　
　

イ　

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
六
月
三
日
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
登
録

　
　
　

が
な
い
者
の
測
量
業
務

　
　

ウ　

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る

　
　
　

登
録
が
な
い
者
の
建
築
関
係
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の
う
ち
建
築
一
般
に
係
る
も
の

　

２　

審
査
の
結
果
、
競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
と
認
定
し
た
者
に
対
し
て
は
、
競
争
入
札
参
加
資

　
　

格
認
定
通
知
書
（
別
記
様
式
二
、
添
付
省
略
）
を
、
競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
し
な
い
と
認
定
し
た

　
　

者
に
対
し
て
は
、
競
争
入
札
参
加
資
格
認
定
通
知
書
（
別
記
様
式
三
、
添
付
省
略
）
を
平
成
十
四
年

　
　

三
月
末
ま
で
に
送
付
す
る
。
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提　
　
　

出　
　
　

書　
　
　

類

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
受
付
表
〈
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
者

等
〉
（
別
記
様
式
一
）

（
本
表
で
発
注
を
希
望
す
る
業
種
の
審
査
を
行
う
。
）

年
間
委
任
状
（
原
本
に
限
る
。
委
任
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

使
用
印
鑑
届
（
原
本
に
限
る
。
）

一
般
競
争
（
指
名
競
争
）
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
等
）

　

「
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
手
続
の
簡
素
合
理
化
に
つ
い
て
」
（
平
成
六
年

十
月
二
十
一
日
付
け
自
治
行
第
百
二
号
）
別
添
「
競
争
契
約
参
加
資
格
審
査
手

続
の
簡
素
合
理
化
に
関
す
る
申
合
せ
」
中
別
添
二
測
量
等
（
測
量
・
建
設
コ
ン

サ
ル
タ
ン
ト
等
）
に
係
る
資
格
審
査
の
申
請
書
類
の
統
一
様
式
（
以
下
「
統
一

様
式
」
と
い
う
。
）
の
様
式
一

　

な
お
、
申
請
印
は
実
印
と
す
る
。

登
録
証
明
書
等

ア　

測
量
業
務
に
つ
い
て
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
測
量
法

　

（
昭
和
二
十
四
年
六
月
三
日
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
五
十
五
条
の
規
定
に

　

よ
る
登
録
を
証
す
る
書
面
の
写
し

イ　

建
築
関
係
建
築
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の
う
ち
建
築
一
般
に
つ
い
て
競
争

　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
五
月
二
十

　

四
日
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
証
す
る
書
面

　

の
写
し

ウ　

建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
登
録
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
四
月
十
五
日
建
設
省

　

告
示
第
七
百
十
七
号
）
、
地
質
調
査
業
者
登
録
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
四
月

　

十
五
日
建
設
省
告
示
第
七
百
十
八
号
）
、
補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
登
録
規
程

　

（
昭
和
五
十
九
年
九
月
二
十
一
日
建
設
省
告
示
第
千
三
百
四
十
一
号
）
及
び

　

不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
五
十
二

　

号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
が
あ
る
者
は
、
登
録
を
証
す
る
書
面

　

の
写
し

営
業
所
一
覧
表
（
統
一
様
式
の
様
式
二
）

測
量
等
実
績
調
書
（
統
一
様
式
の
様
式
三
）

技
術
者
経
歴
書
（
統
一
様
式
の
様
式
四 
）

営
業
経
歴
書
（
様
式
は
自
由
。
創
業
時
か
ら
の
営
業
の
沿
革
を
記
載
す
る
こ
と
。
）

提
出
部
数

二
部

一
部

一
部

一
部

各
一
部

一
部

一
部

一
部

一
部

1011121314

商
業
登
記
簿
謄
本
の
写
し
（
法
人
の
場
合
）
又
は
身
元
証
明
書
の
写
し
（
個
人

の
場
合
）

国
税
の
納
税
証
明
書
そ
の
三
等
（
未
納
の
税
額
が
無
い
こ
と
の
証
明
用
）

※
証
明
年
月
日
が
申
請
書
提
出
日
の
三
カ
月
以
内
の
も
の
。
写
し
可
。

熊
本
県
税
の
納
税
証
明
書
そ
の
六
（
未
納
の
税
額
が
無
い
こ
と
の
証
明
用
）

※
熊
本
県
内
に
営
業
所
（
出
張
所
等
を
含
む
。
）
を
有
し
な
い
も
の
は
除
く
。

　

証
明
年
月
日
が
申
請
書
提
出
日
の
三
カ
月
以
内
の
も
の
。
写
し
可
。

財
務
諸
表

　

法
人
の
場
合
は
、
二
に
定
め
る
決
算
期
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び

利
益
処
分
に
関
す
る
書
類
、
個
人
の
場
合
は
、
二
に
定
め
る
決
算
期
の
貸
借
対

照
表
及
び
損
益
計
算
書

熊
本
県
内
の
業
者
に
つ
い
て
は
、「
技
術
者
経
歴
書（
統
一
様
式
の
様
式
四
）」に

記
載
さ
れ
た
技
術
者
の
常
勤
性
を
確
認
で
き
る
書
類
と
し
て
、次
の
い
ず
れ
か

の
書
類
の
写
し

　

◎
健
康
保
険
・
厚
生
年
金
被
保
険
者
標
準
報
酬
月
額
決
定
通
知
書

　

◎
雇
用
保
険
被
保
険
者
通
知
書

　

※
未
加
入
の
場
合
は
提
出
の
必
要
な
し

一
部

一
部

一
部

一
部

一
部



六　

競
争
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

　
　

平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
。

七　

注
意
事
項

　

１　

書
類
は
Ａ
４
の
フ
ァ
イ
ル
に
綴
り
込
み
、
背
表
紙
に
「
新
規
」
又
は
「
更
新
」
の
別
及
び
商
号
を

　
　

明
記
し
、
提
出
書
類
に
つ
い
て
は
四
に
掲
げ
る
順
番
で
綴
る
こ
と
。
な
お
、
「
更
新
」
と
は
、
平
成

　
　

十
一
年
度
又
は
平
成
十
二
年
度
中
に
申
請
し
た
者
が
今
回
引
き
続
き
申
請
す
る
場
合
を
言
い
、
そ
れ

　
　

以
外
の
場
合
は
、
す
べ
て
「
新
規
」
と
す
る
。

　

２　

熊
本
県
と
契
約
を
締
結
す
る
権
限
を
有
す
る
営
業
所
（
主
た
る
営
業
所
を
含
む
。
）
は
、
一
カ
所

　
　

の
み
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
た
め
、
例
え
ば
「
土
木
関
係
建
設
コ
ン
サ
ル
タ

　
　

ン
ト
業
務
は
本
店
、
建
築
関
係
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
は
支
店
で
契
約
す
る
。
」
と
い
う
申
請

　
　

は
で
き
な
い
。

　

３　

入
札
参
加
資
格
申
請
若
し
く
は
添
付
書
類
の
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
虚
偽
の
記
載
を
し
、
又
は
重

　
　

要
な
事
実
に
つ
い
て
記
載
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
資
格
の
認
定
は
し
な
い
。

　

４　

「
更
新
」
申
請
者
（
平
成
十
一
年
度
又
は
平
成
十
二
年
度
中
に
申
請
し
認
定
を
受
け
た
者
が
、
今

　
　

回
引
き
続
き
申
請
す
る
場
合
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
平
成
十
二
年
三
月
又
は
平
成

　
　

十
三
年
三
月
に
通
知
し
た
競
争
入
札
参
加
資
格
認
定
通
知
書
の
写
し
を
提
出
す
る
こ
と
。

八　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

熊
本
県
土
木
部
監
理
課
建
設
業
係

　
　

熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号　

電
話
〇
九
六｜

三
八
三｜
一
一
一
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
内
線
）
六
〇
一
九
・
六
〇
二
〇
・
六
〇
二
一
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（表　面）


